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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒を圧縮し、吐出する圧縮機と、
　前記圧縮機の吐出ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、
　前記凝縮器で凝縮した冷媒を減圧させる第１減圧装置と、
　前記第１減圧装置で減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器と、
　前記圧縮機の吐出側を直接、前記蒸発器の入口側に接続するホットガスバイパス通路と
、
　前記圧縮機の吐出側と前記凝縮器の入口側との連通、及び前記圧縮機の吐出側と前記ホ
ットガスバイパス通路の入口側との連通を切り替える弁手段とを備え、
　前記弁手段により前記凝縮器の入口側を開放すると共に、前記ホットガスバイパス通路
の入口側を閉塞して、通常の冷房モードの運転を行い、また、前記弁手段により前記凝縮
器の入口側を閉塞すると共に、前記ホットガスバイパス通路の入口側を開放して、ホット
ガスバイパスによる暖房モードの運転を行う空気調和装置において、
　前記ホットガスバイパスによる暖房モードの起動に先だって、冷房モードの運転を所定
時間ＯＮした後に、この冷房モードの運転を所定時間ＯＦＦし、その後、暖房モードの運
転をすることにより、前記凝縮器側の寝込み冷媒を前記蒸発器側に回収する冷媒回収制御
手段を備えることを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　前記ホットガスバイパス通路に前記圧縮機の吐出ガス冷媒を減圧する第２減圧装置を設
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け、前記ホットガスバイパス通路を前記第１減圧装置と前記蒸発器との間の部位に接続し
たことを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記暖房モードの起動に先だって行う前記冷房モードの運転の所定時間のＯＮ－ＯＦＦ
を複数回繰り返すことを特徴とする請求項１又は２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記冷房モードの運転の所定のＯＮとＯＦＦ時間は、外気温に基づいて定め、これによ
りホットガス作動に必要な冷媒の回収量を確保することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記冷房モードの運転の所定のＯＮとＯＦＦ時間は、外気温毎に決められた前記圧縮機
の高圧側と低圧側の圧力差を設定し、前記設定した圧力差になるまで前記圧縮機を作動し
、次いで圧力差が０．５kgfG／cm2以下になるまで前記圧縮機を停止させることによって
行っていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記冷房モードの運転の所定のＯＮ時間を外気温とエンジンの回転数によって決めるこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項７】
　冷媒を圧縮し、吐出する圧縮機と、
　前記圧縮機の吐出ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、
　前記凝縮器で凝縮した冷媒を減圧させる第１減圧装置と、
　前記第１減圧装置で減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器と、
　前記圧縮機の吐出側を直接、前記蒸発器の入口側に接続するホットガスバイパス通路と
、
　前記圧縮機の吐出側と前記凝縮器の入口側との連通、及び前記圧縮機の吐出側と前記ホ
ットガスバイパス通路の入口側との連通を切り替える弁手段とを備え、
　前記弁手段により前記凝縮器の入口側を開放すると共に、前記ホットガスバイパス通路
の入口側を閉塞して、通常の冷房モードの運転を行い、また、前記弁手段により前記凝縮
器の入口側を閉塞すると共に、前記ホットガスバイパス通路の入口側を開放して、ホット
ガスバイパスによる暖房モードの運転を行う空気調和装置において、
　ホットガスバイパスによる暖房モードの運転を所定時間続けた後に冷媒回収制御を行う
場合、前記凝縮器内の圧力がホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも、所定の圧力差Ｐ
１以上に高くなったときに、前記圧縮機をＯＦＦにし、前記凝縮器入口側を開放する第２
ＯＦＦモードにして冷媒を回収する冷媒回収制御手段を備えることを特徴とする空気調和
装置。
【請求項８】
　前記冷媒回収制御手段は、前記暖房モードの運転の後に、前記冷房モードの運転を所定
時間行うことによって、前記所定の圧力差Ｐ１の状態を形成することを特徴とする請求項
７に記載の空気調和装置。
【請求項９】
　前記冷媒回収制御手段は、前記暖房モードの運転の後に、前記圧縮機をＯＦＦにし、前
記凝縮器入口側を開放する第１ＯＦＦモードを所定時間行い、その後に前記冷房モードの
運転を行うことによって、前記所定の圧力差Ｐ１の状態を形成することを特徴とする請求
項７に記載の空気調和装置。
【請求項１０】
　前記第１ＯＦＦモードの所定時間が、前記凝縮器内の圧力とホットガスサイクル内低圧
側の圧力とが均圧するまでの時間であることを特徴とする請求項９に記載の空気調和装置
。
【請求項１１】
　前記圧縮機が可変容量型圧縮機であることを特徴とする請求項９又は１０に記載の空気
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調和装置。
【請求項１２】
　冷媒を圧縮し、吐出する圧縮機と、
　前記圧縮機の吐出ガス冷媒を凝縮する凝縮器と、
　前記凝縮器で凝縮した冷媒を減圧させる第１減圧装置と、
　前記第１減圧装置で減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器と、
　前記圧縮機の吐出側を直接、前記蒸発器の入口側に接続するホットガスバイパス通路と
、
　前記圧縮機の吐出側と前記凝縮器の入口側との連通、及び前記圧縮機の吐出側と前記ホ
ットガスバイパス通路の入口側との連通を切り替える弁手段とを備え、
　前記弁手段により前記凝縮器の入口側を開放すると共に、前記ホットガスバイパス通路
の入口側を閉塞して、通常の冷房モードの運転を行い、また、前記弁手段により前記凝縮
器の入口側を閉塞すると共に、前記ホットガスバイパス通路の入口側を開放して、ホット
ガスバイパスによる暖房モードの運転を行う空気調和装置において、
　前記暖房モードの運転中に暖房モードスイッチが切れ、所定時間内に再び暖房モードス
イッチが入る場合、まず前記圧縮機をＯＦＦにし前記凝縮器入口側を開放する第１ＯＦＦ
モードを所定時間行った後に、前記冷房モードの運転を行って冷媒を回収する冷媒回収制
御手段を備えることを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、冷媒圧縮機より吐出された高温、高圧のガス冷媒を減圧して冷媒蒸発器に導き
、その冷媒蒸発器をガス冷媒の放熱器として使用して空気を加熱するホットガスバイパス
機能をもった空気調和装置に関するもので、特に車両に搭載するのに好適な車両用空気調
和装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両用空気調和装置では、冬期暖房時に温水（エンジン冷却水）を暖房用熱交換器
に循還させ、この暖房用熱交換器にて温水を熱源として空調空気を加熱するようにしてい
る。この場合、温水温度が低いときには車室内への吹出空気温度が低下して必要な暖房能
力が得られない場合がある。
【０００３】
そこで、従来においては、ホットガスバイパスにより暖房機能を発揮させる空気調和装置
が提案されている。この従来装置では、エンジン始動時のように温水温度が所定温度より
低いときには、冷凍サイクル中の圧縮機吐出ガス冷媒（ホットガス）を凝縮器をバイパス
して蒸発器に導入して、蒸発器でガス冷媒から空調空気に放熱することにより、暖房機能
を発揮できるようにしている。しかしながら、冷凍サイクル中の高温高圧ガス冷媒を利用
したホットガスサイクルは、冷媒封入量の過不足が暖房能力に大きな影響を与える。例え
ば冷媒封入量が不足すると暖房能力が低下し、冷媒封入量が過剰であると圧縮機のオンオ
フ切替動作が頻繁になるため、圧縮機のマグネットスイッチの耐久性が低下するという問
題があった。
【０００４】
このため、特開平５－２７２８１７号公報においては、圧縮機吐出側の高圧圧力を検出し
て、ホットガスバイパスによる暖房モード時の循還冷媒量の過剰、不足を判定し、冷媒量
の過剰時には凝縮器側へ冷媒を放出し、また、冷媒量の不足時には凝縮器側から寝込み冷
媒を回収するようにしている。この寝込み冷媒の回収は、具体的には、凝縮器の入口側を
開放して、ホットガスバイパス通路の入口側を閉塞して（即ち、通常の冷房モードの状態
にして）、圧縮機を運動することにより行っている。
【０００５】
しかしながら、ホットガスバイパスによる暖房モード時に、圧縮機吐出側の高圧圧力はサ
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イクル熱負荷、圧縮機回転数、ホットガスバイパス通路内の減圧手段の絞り径等の要因に
より変動するため、高圧圧力だけで冷媒量の過不足を的確に判定することは難しい。
【０００６】
これに加え、ホットガスバイパス運転の起動時には高圧圧力が安定するまでに長い時間が
かかる。この時間は、少なくとも５分程度は必要であり、この間は、冷媒不足による暖房
能力不足を起すと共に、圧縮機へのオイル戻りが不足し、圧縮機の潤滑不良を引き起す恐
れもある。
また、冬期暖房時に寝込み冷媒の回収を行う時は、外気温が低くて冷房熱負荷が極めて小
さいので、冷凍サイクルの高低圧差も非常に小さい。そのため、圧縮機として、冷凍サイ
クルの高低圧差を利用して容量可変を行う容量可変圧縮機を用いている場合は、高低圧差
が小さいため、容量が小さいままで大きくならないので、寝込み冷媒の回収を行うことが
できないという事態も招く。
【０００７】
これらの問題を解決するものとして、本出願人は先に特願平１０－３３４３８９号による
冷凍サイクル装置を提案している。この従来の冷凍サイクル装置は、ホットガスバイパス
による暖房モードの起動時に、凝縮器及びホットガスバイパス通路の両方の入口側を閉塞
して圧縮機を運転することにより、凝縮器側の寝込み冷媒を蒸発器側に強制的に回収させ
ることにある。
【０００８】
しかしながら、このような回収制御を行った場合、ホットガスサイクル内に冷媒・オイル
が少ない時に圧縮機を回し続けるために、圧縮機に必要なオイルが長い時間供給されない
場合がある。そのような場合、圧縮機内部の潤滑不足により内部部品の摩耗または破損に
つながり、圧縮機がロックに至る場合がある。
【０００９】
また、従来においては所定時間以上ホットガスバイパス運転を行った場合、電磁弁から凝
縮器側へ冷媒が洩れる可能性があった。その場合、ホットガスサイクル内の冷媒及びオイ
ル量が減少し、ホットガス能力の低下や、オイル循還量の低下による圧縮機の摩耗が問題
となる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、その目的は、ホットガス作動直前時に凝縮
器内に寝込んでいる冷媒・オイルを短時間の圧縮機運転により効率良くホットガスサイク
ル内に回収することができる空気調和装置を提供することである。
本発明の別の目的は、所定時間以上のホットガスバイパス運転を行った場合におけるホッ
トガスサイクル内の冷媒及びオイル量の減少に基づく、ホットガス能力の低下及び圧縮機
の摩耗を防止できる空気調和装置を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記課題を解決するための手段として、特許請求の範囲の各請求項に記載の空
気調和装置を提供する。
請求項１に記載の空気調和装置は、通常の冷房モードの運転と凝縮器をバイパスさせるホ
ットガスバイパスによる暖房モードの運転とを行えることができ、この暖房モードの運転
に先だって、冷房モードの運転を所定時間ＯＮした後に、これを所定時間ＯＦＦし、その
後に暖房モードの運転を起動させるようにしたものであり、これにより、短時間に凝縮器
内に寝込んでいる冷媒・オイルを効率良く、ホットガスサイクル内に回収することができ
、圧縮機内部の潤滑不足による内部部品の摩耗又は破損が防止できる。
請求項２の空気調和装置は、ホットガスバイパス通路に圧縮機の吐出ガス冷媒を減圧する
第２減圧装置を設け、ホットガスバイパス通路を第１減圧装置と蒸発器との間の部位に接
続するようにしたものである。これは、ホットガスサイクルシステム構成においては、冷
房モードと暖房モードとで減圧装置を兼用するタイプ（Ｂタイプ）と、冷房モードと暖房
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モードとで別の減圧装置を使用するタイプ（Ａタイプ）の２つのタイプがあり、請求項２
では、Ａタイプのホットガスサイクルシステム構成に限定したものであり、その作用効果
は請求項１と同様である。
【００１２】
　請求項３の空気調和装置は、ホットガスバイパスによる暖房モードの運転の起動に先だ
って行う所定時間の冷房モードの運転のＯＮとＯＦＦとを、複数回繰り返すようにしたも
のであり、これにより、ホットガスサイクル内の冷媒が少ないときの圧縮機の運転を極力
抑えることができ、圧縮機内部の潤滑不足による内部部品の磨耗、破損が一層改善される
。
　請求項４の空気調和装置は、ホットガスバイパスによる暖房モードの運転の起動に先だ
って行う冷房モードの運転のＯＮとＯＦＦの所定時間を、外気温に基づいて定め、これに
よりホットガス作動に必要な冷媒の回収量を確保するようにしたものである。これは、圧
縮機を作動させたときの冷媒の回収量は外気温によって変化する。したがって、ホットガ
スサイクルに必要な冷媒量を確保する回収時間を外気温によって決めている。
【００１３】
　請求項５の空気調和装置は、ホットガスバイパスによる暖房モードの運転の起動に先だ
って行う冷房モードの運転の所定のＯＮとＯＦＦ時間を、外気温毎に決められた圧縮機の
高圧側と低圧側の圧力差を設定し、この圧力差になるまで圧縮機を作動し、次いで、圧力
差が０．５kgfG／cm2以下になるまで圧縮機を停止させることによって行っているもので
ある。即ち、圧力差が或る一定値になると圧縮機をＯＦＦし、圧力差によって冷媒の回収
を行う。これは、圧縮機の作動時間による冷媒回収に比べ、作動状態を的確に把握でき外
気温毎の必要な冷媒回収時間の設定が必要なくなる。
　請求項６の空気調和装置は、ホットガスバイパスによる暖房モードの運転の起動に先だ
って行う冷房モードの運転の所定のＯＮ時間を、外気温とエンジン回転数によって決める
ようにしたものである。これは、冷媒回収量がホットガスサイクル内の冷媒流量により変
化することから、圧縮機の回転数を検知すれば冷媒流量を予測できる。そこで、圧縮機の
回転数を示す値であるエンジンの回転数を検知し、回転数別により外気温に基づいて冷媒
回収時間を決定している。
【００１４】
請求項７の空気調和装置は、ホットガスバイパスによる暖房モードの運転を所定時間続け
た後に冷媒回収制御を行う場合、凝縮器内の圧力がホットガスサイクル内低圧側の圧力よ
りも、所定の圧力差Ｐ１以上に高くなったときに、圧縮機をＯＦＦにし凝縮器入口側を開
放する第２ＯＦＦモードにして冷媒を回収するようにしたものであり、これにより、凝縮
器から冷媒がホットガスサイクル内に流れて行き、凝縮器内からの冷媒回収を図ることが
できる。
請求項８の空気調和装置は、暖房モードの運転の後に冷房モードの運転を所定時間行うこ
とによって、所定の圧力差Ｐ１の状態を形成することを規定したものである。
【００１５】
請求項９の空気調和装置は、暖房モードの運転の後に、圧縮機をＯＦＦにし、凝縮器入口
側を開放する第１ＯＦＦモードを所定時間行い、その後に冷房モードの運転を行うことに
よって、所定の圧力差Ｐ１の状態を形成するようにしたものであり、このように冷房モー
ドの運転の前に第１ＯＦＦモードを所定時間行うことで、凝縮器内の圧力とホットガスサ
イクル内低圧側圧力とを一度均圧させてから、所定の圧力差Ｐ１の状態を形成することが
でき、所定の圧力差Ｐ１を形成するまでの時間の短縮が図れ、また回収冷媒量の増大が可
能である。
請求項１０の空気調和装置は、第１ＯＦＦモードの所定時間が凝縮器内の圧力とホットガ
スサイクル内低圧側の圧力とが均圧するまでの所要時間であることを規定したものである
。
【００１６】
請求項１１の空気調和装置は、圧縮機を可変容量型圧縮機としたものであり、この場合、
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圧縮機がＯＦＦの場合においては、ＤＵＴＹが零として運転を行い、圧縮機がＯＮの場合
は、ＤＵＴＹが零より大きい運転を行う。この可変容量型圧縮機の場合は、圧力差が或る
程度近づいてから圧縮機へのＤＵＴＹを徐々に大きくして冷房モードによる冷媒回収運転
を行うことができるので、第１ＯＦＦモードの時間を短くすることができる。
請求項１２の空気調和装置は、暖房モードの運転中に暖房モードスイッチが切れ、所定時
間内に再び暖房モードスイッチが入る場合、まず圧縮機をＯＦＦにし凝縮器入口側を開放
する第１ＯＦＦモードを所定時間行った後に、冷房モードの運転を行って冷媒を回収する
ようにしたものであり、これにより、凝縮器内の圧力がホットガスサイクル内低圧側圧力
よりも低い状態での冷媒回収を行うことがなくなり、冷媒回収を効率良く行うことができ
る。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態の空気調和装置について説明する。図１は、本
発明の空気調和装置のシステム構成図であり、図２は、この空気調和装置の実車搭載図を
示している。圧縮機１は、例えば電磁クラッチ１ａを介して水冷式の車両エンジン（図示
せず）により駆動される。圧縮機１の吐出側は、切り替え弁手段である冷房側切替弁１５
を介して凝縮器２に接続される。この凝縮器２は、冷房負荷に応じて凝縮器２の能力を３
段階（２ａ，２ｂ，２ｃ）に制御、即ち負荷によって冷媒量を調節、できるようになって
おり、凝縮器２の中間部で受液器２１に接続されている。凝縮器２には電動式の冷却ファ
ン（図示せず）により冷却空気（外気）が送風される。
【００１８】
凝縮器２の出口側は、第１減圧装置である冷房側絞り３に接続されている。この冷房側絞
り３の出口側は、逆止弁１９を介して蒸発器４に接続されている。蒸発器４の出口側は、
気液分離器となるサクションタンク５を介して圧縮機１の吸入側に接続されている。サク
ションタンク５は、冷媒の気液を分離して液冷媒を溜め、ガス冷媒および底部付近の少量
の液冷媒（オイルが溶け込んでいる）を圧縮機１側へ吸入させる。
【００１９】
一方、圧縮機１の吐出側と蒸発器４の入口側との間に、凝縮器２等をバイパスするホット
ガスバイパス通路１８が設けてあり、このバイパス通路１８には、切り替え弁手段である
暖房側切替弁１６と第２減圧装置である暖房側絞り１７とが直列に設けてある。この絞り
１７は、オリフィス、キャピラリチューブ等の固定絞りで構成することができる。
【００２０】
蒸発器４は、車両用においては空調ケース（図示せず）内に設置され、電動式の送風機（
図示せず）により送風される空気（車室内空気または外気）を冷房モード時には冷却する
。また、冬期暖房モード時には、蒸発器４はホットガスバイパス通路１８からの高温冷媒
ガス（ホットガス）が流入して空気を加熱するので、放熱器としての役割を果たす。
通常、空調ケース内において、蒸発器４の下流側には車両エンジン（図示せず）からの温
水（エンジン冷却水）を熱源として送風空気を加熱する温水式の暖房用熱交換器（図示せ
ず）が設置されており、この暖房用熱交換器の下流側に設けられた吹出口から車室内に空
調空気を吹き出すようになっている。
【００２１】
空調用電子制御装置（ＥＣＵ）６は、マイクロコンピュータとその周辺回路から構成され
、予め設定されたプログラムに従って入力信号に対する演算処理を行って、冷房側切替弁
１５及び暖房側切替弁１６の開閉及びその他の電気機器の作動を制御するものであって、
本発明の制御手段を構成している。
【００２２】
図２の空気調和装置の実車搭載図においては、図１のシステム構成の冷房・暖房側切替弁
１５，１６、ホットガスバイパス通路１８、暖房側絞り１７、逆止弁１９が一体化されて
いる。また、冷房・暖房側切替弁１５，１６は、１個の電磁弁と差圧弁とを組み合わせた
構成となっている。
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【００２３】
次に上記のように構成された空気調和装置のホットガスサイクルの作動について説明する
。本発明のホットガスシステムは、ホットガスサイクル内に冷媒が不足し、冷媒を回収す
るため冷房運転（例えば切替弁を約３０秒間切替える）する時に有効である。
一般にホットガスシステムは、冷凍サイクルの凝縮部をバイパスし、空調（Ａ／Ｃ）の運
転領域とは異なる低外気温域で運転する。外気温が低い場合、サイクル内の冷媒とオイル
はサイクル内の冷えている個所に寝込む性質をもっている。このことから冷媒とオイルは
、外気温にさらされ、容積がある凝縮器に多く寝込むことが考えられる。そのため、ホッ
トガス運転時は寝込んだ冷媒を凝縮器からホットガスサイクル内に回収する必要があり、
例えばホットガス起動時および一定時間運転した場合、凝縮器から冷媒を回収する運転を
行う必要がある。
【００２４】
しかし冷媒回収を行う場合、ホットガスサイクル内の冷媒量、オイル量は適正時より少な
く、この状態で圧縮機を作動させることは、圧縮機の耐久面に大きな影響を及ぼす。従来
技術では、冷媒が不足している時に圧縮機を運転させ必要な冷媒量を回収するまで運転を
行っていることから耐久面で厳しい状態で圧縮機を作動し続けることとなる。
【００２５】
本発明は、冷媒回収を必要とする冷媒不足状態において、圧縮機の作動を最小限にして、
冷媒を回収するものである。
図３は、本発明の第１実施例である冷媒回収運転の状態を説明するタイムチャートである
。即ち、ホットガス運転に先立って、冷房側切替弁１５を開、暖房側切替弁１６を閉にし
、エンジンと圧縮機１とを連結する電磁クラッチ１ａをＯＮにして、圧縮機１を駆動させ
て、所定時間、例えば図３では２０秒間、冷房運転を行って、ホットガス作動（Ｈ／Ｇ）
に最低限必要な冷媒量をこの冷房作動によって凝縮器２等から回収する。その後、両切替
弁１５，１６を上記のように冷房モードにした状態で、電磁クラッチ１ａをＯＦＦにして
圧縮機１の駆動を停止する。この圧縮機ＯＦＦの状態を所定時間、図３においては３０秒
間、続けて、サイクル内における凝縮器２側の高圧側と蒸発器４側の低圧側との圧力差に
よって、ホットガス作動（Ｈ／Ｇ）に余裕をもたせた冷媒（例えば２００ｇ：作動中に切
替弁から漏れる冷媒量を考慮するため）を回収する。
【００２６】
一方、従来技術のように圧縮機を作動させたまま回収運転を行い、その直後ホットガスを
作動させると、本発明のように圧縮機のＯＦＦ時間をもたせた場合に比べ、ガス不足の厳
しい条件で圧縮機を長い時間作動させなければならない。また、ホットガスを作動させる
と圧縮機の吸入側の圧力が徐々に上昇するから、凝縮器から圧力差で回収できる量は少な
い。このことから冷房モードで冷媒を回収後、所定時間圧縮機を停止（ＯＦＦ）させるこ
とで、従来技術より短い時間の圧縮機作動時間で所要の量の冷媒の回収が可能となる。
【００２７】
図４は、外気温－１０℃における本発明と従来技術との評価結果の比較を示している。
図４は、冷媒回収時の冷房モードでの圧縮機の作動時間を変化させ、その後圧縮機をＯＦ
Ｆにし、両切替弁を冷房モードで放置した場合の凝縮器から回収される冷媒量（ｇ）を時
間経過（ｓ）で示している。即ち、黒４角印でプロットしたグラフは、冷房モードで圧縮
機を３０秒間作動させた後、その冷房モードのままで圧縮機を作動停止した場合を、丸印
でプロットしたグラフは、冷房モードで圧縮機を４０秒間作動させた後、その冷房モード
のままで圧縮機を作動停止した場合を、×印でプロットしたグラフは、冷房モードで圧縮
機を２０秒間作動させた後、その冷房モードのままで圧縮機を作動停止した場合を、更に
白４角印でプロットしたグラフは、従来技術のように冷房モードで圧縮機を３０秒間作動
させた後、すぐに暖房モードにしてホットガス作動（Ｈ／Ｇ）を行った場合を示している
。
【００２８】
図４のグラフから解るように、外気温－１０℃では冷媒量２００ｇを回収するのに、冷房
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モードでの圧縮機作動時間：２０秒と、圧縮機停止（クラッチＯＦＦ）時間：３０秒を要
している。
一方、従来技術のように冷房モードで圧縮機を３０秒作動させて冷媒回収運転を行った直
後に暖房モードでホットガスを作動させると、凝縮器から回収できる冷媒量は約１７０ｇ
で横ばいになってしまう。これは、ホットガスを作動させることにより、低圧側（蒸発器
４、サクションタンク５）の圧力が凝縮器２内の圧力より上昇してしまい高圧側と低圧側
との差圧がとれなくなるからである。
【００２９】
また、圧縮機を作動させた時の冷媒回収量は外気温によって変化する。これは、高圧側（
凝縮器）での圧力の上昇が外気温に依存するためである。
図５は、圧縮機作動時間（ＯＮ時間）と停止時間（ＯＦＦ時間）とを、外気温度（℃）と
冷媒回収時間（ｓ）との関係で示したグラフである。このグラフから得られるようにして
、ホットガス作動に必要な冷媒量を確保する回収時間を決めればよい。例えば、外気温－
３０℃では、圧縮機の作動時間（ＯＮ時間）を４０秒とし、その後の圧縮機停止時間（Ｏ
ＦＦ時間）を３０秒間とする。なお、圧縮機のＯＦＦ時間は、外気温にかかわらず常に３
０秒とする。
【００３０】
このように、凝縮器に寝込んでいる冷媒を回収する際に、冷房モードで圧縮機を所定時間
作動させた後に、その冷房モードのまま圧縮機のＯＦＦ（停止）時間を設けることで、冷
媒不足中での圧縮機の作動を低減できる。また、冷媒回収運転直後にホットガスを作動す
るよりも、圧縮機のＯＦＦ時間を設けた方が冷媒をより多く回収できる。
なお、上記のような冷媒回収運動は、外気温センサからの入力に基づいたＥＣＵ６からの
出力信号によって実行されるものである。
【００３１】
図６は、本発明の第２実施例である冷媒回収運転の状態を説明するタイムチャートである
。即ち、ホットガスによる暖房モード運転に先だって行う冷媒回収運転において、冷房モ
ードで圧縮機を作動を複数回断続させて行うことで、冷媒の回収を行う。図６では、冷房
モードにおいて、１０秒間圧縮機を駆動させた後、同じく１０秒間圧縮機を停止し、次い
で再度圧縮機を駆動させた後、また圧縮機を停止し、この圧縮機作動の断続を５０秒間行
った後に、暖房モードでの圧縮機運転にしてホットガス（Ｈ／Ｇ）作動を行っている。
【００３２】
冷房モードの冷媒回収運転はどうしてもホットガスサイクル内に冷媒が少ない場合に圧縮
機を作動させることから、第２実施例では、図６のように、回収時に断続的に圧縮機を作
動させ、ホットガスサイクル内の冷媒が少ない時の圧縮機の作動を極力抑えることができ
る。
【００３３】
図７は、本発明の第３実施例を示している。この第３実施例の空気調和装置のシステム構
成では、圧縮機１の吐出側（高圧側）に第１圧力検出装置（圧力センサ）３１を、圧縮機
１の吸入側であるホットガスサイクル内の低圧側（減圧後の領域）に第２圧力検出装置（
圧力センサ）３２を設置している。他の構成は、先の実施例と同様である。
【００３４】
この第３実施例では、冷媒回収運転時における圧縮機１の作動を、前記実施例のように時
間ではなくて、圧縮機１の吐出側の第１圧力検出装置３１によって検出された圧力と、吸
入側の第２圧力検出装置３２によって検出された圧力との圧力差が或る一定値になると圧
縮機１を停止（ＯＦＦ）し、サイクル内の圧力差によって冷媒を回収させるようにしてい
る。なお、この場合においても、圧力センサ３１，３２からの信号はＥＣＵ６に入力され
、ＥＣＵ６からの出力により圧縮機１（電磁クラッチ）がＯＮ－ＯＦＦするものである。
【００３５】
この第３実施例では、第１、第２実施例のような圧縮機の作動時間による冷媒回収に比べ
、作動状態（圧縮機の吐出側と吸込側の圧力）を的確に把握でき、外気温毎の必要な冷媒
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回収時間の設定を必要としなくなる。また、圧縮機停止（ＯＦＦ）時の圧力差を検出する
ことにより、圧縮機の作動停止時間（ＯＦＦ時間）もこの圧力差により決定することがで
きる。
【００３６】
図８は、圧縮機の吐出と吸入の圧力差（kgfG／cm2 ）と冷媒回収量（ｇ）との関係を外気
温毎に表わしたグラフである。このグラフから所要の冷媒回収量、例えば２００ｇ、を得
るには、外気温毎にほぼ所定の圧力差が必要であることが解る。従って、図８から外気温
によって所定の圧力差を設定し、この圧力差になるまで圧縮機を作動させ、次いで、例え
ば高低圧の圧力差が０．５kgfG／cm2 以下になるまで圧縮機を停止させて、圧力差に基づ
く冷媒回収を行えばよい。
【００３７】
図９は、エンジン回転数Ｎｅが異なる場合における外気温（℃）と冷媒回収時間（ｓ）と
の関係を示している。冷媒回収量は、サイクル内の冷媒流量により変化することから、圧
縮機の回転数を検知すれば冷媒流量を予測できる。
そこで、本発明の第４実施例では、圧縮機の回転数を示す値（例えばエンジン回転数Ｎｅ
）を検知し、回転数別により冷媒回収時間を決定するようにしている。例えば図９に示す
ようにエンジン回転数Ｎｅを１５００rpm で分け、回収時間を決定する。即ち、外気温度
が－２０℃でエンジン回転数Ｎｅが１５００rpm より大きい場合には、図９に一点鎖線の
直線で示されるように冷房モードでの冷媒回収における圧縮機の作動時間（ＯＮ時間）を
約２３秒とし、圧縮機の停止時間（ＯＦＦ時間）を３０秒とする。なお、ＯＦＦ時間は、
外気温度及びエンジン回転数に関係なく、常に３０秒とする。
【００３８】
図１０は、本発明の第４実施例であるホットガスバイパス運転（暖房モード運転）を所定
時間行った後の冷媒回収制御のフローチャートを示している。
従来においては、所定時間ホットガスバイパス運転を行った場合に、冷房側切替弁１５か
ら凝縮器２へ冷媒が洩れる可能性がある。その場合、ホットガスサイクル内の冷媒及びオ
イル量が減少し、ホットガス能力の低下や、オイル循環量の低下により圧縮機１内が摩耗
される恐れがある。そのため、所定時間以上ホットガスバイパス運転（暖房モード運転）
を行った場合は、凝縮器２に溜まる冷媒を回収しなくてはならない。そこで、例えば所定
時間Ｔ１（約３０分）経った場合、冷媒回収運転が必要となる。
【００３９】
本発明の空調装置では、この冷媒回収運転を図１０に示す冷媒回収制御フローチャートに
基づいて行う。この冷媒回収制御は、冷媒回収制御手段としてのＥＣＵ６によって行われ
る。この場合においては、図示していないが凝縮器内圧センサ及びホットガスサイクル内
低圧側圧力センサとが設けられ、これらの圧力情報がＥＣＵ６に入力され、電磁クラッチ
１ａ及び両切替弁１５，１６が制御される。ステップＳ１において、ホットガスバイパス
連続運転時間が所定時間Ｔ１、例えば約３０分以上であるかどうかが判断され、ＹＥＳの
場合は、次のステップＳ２に進む。ＮＯの場合は、ホットガスバイパス運転を更に続ける
。ステップＳ２においては、クーラ運転による冷媒回収制御である圧縮機ＯＮ、冷房側切
替弁１６開とされる。即ち、電磁クラッチ１ａがＯＮされ、圧縮機１はＯＮ運転をし、暖
房側切替弁１５と冷房側切替弁１６の両者が開弁して、クーラ運転が行われる。これによ
り、凝縮器２の内圧とホットガスサイクル内の低圧側の圧力との圧力差が、所定の圧力差
Ｐ１以上になったかどうかを判断され（ステップＳ３）、ＹＥＳの場合はステップＳ４に
進み、ＮＯの場合はクーラ運転が続けられる。
【００４０】
ステップＳ４では、第２モードである圧縮機ＯＦＦ、冷房側切替弁１６開とされる。即ち
、電磁クラッチ１ａがＯＦＦされ、圧縮機１はＯＦＦ運転をし、暖房側切替弁１５と冷房
側切替弁１６の両者は開弁したままの状態とされる。
次いでステップＳ５で凝縮器２の内圧とホットガスサイクル内低圧側の圧力とが均圧した
かどうかが判断され、ＹＥＳの場合は、ステップＳ６に進み、ホットガスバイパス運転で
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ある圧縮機ＯＮ、冷房側切替弁１６閉とされる。
即ち、電磁クラッチ１ａがＯＮされ、圧縮機１がＯＮし、冷房側切替弁１６が閉弁され、
暖房側切替弁１５は開弁状態のままにされる。これにより、ホットガスバイパス運転が再
開される。ＮＯの場合は、ステップＳ４に戻り、圧縮機ＯＦＦが続行する。
【００４１】
図１１（ａ）と（ｂ）は、図１０に示される第４実施例の冷媒回収制御を行った場合の、
（ａ）ホットガスサイクル内の冷媒量と（ｂ）蒸発器前の圧力（ホットガスサイクル内低
圧側圧力）と凝縮器内の圧力の時間における推移を示したグラフである。ホットガスバイ
パス運転時は、図１１（ｂ）に示すようにホットガスサイクル内の低圧側圧力は凝縮器２
内の圧力よりも通常高い状態にあるので、図１１（ａ）に示すようにホットガスバイパス
運転からすぐに冷房モードによる冷媒回収運転を行うと、圧力の低い凝縮器２へ冷媒が一
気に流れ込む。そのため凝縮器２内の圧力が、ホットガスサイクル内低圧側の圧力（蒸発
器前の圧力）よりも上昇するまで冷房モードによる冷媒回収運転を続ける必要がある。
【００４２】
即ち、凝縮器２から冷媒がホットガスサイクル内に流れて行く条件は、凝縮器２内の圧力
がホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも高いときであり、ホットガスサイクル内から
凝縮器２へ冷媒が流れて行く条件は、凝縮器２内の圧力がホットガスサイクル内低圧側の
圧力よりも低くかつ冷房側切替弁１５が開弁しているか、又は弁１５の閉弁力が弱いとき
である。
【００４３】
このようにして冷房モードによる冷媒回収運転を行った後に、図１０，１１に示すように
第２ＯＦＦモードによる運転を行う。これは、凝縮器２内の圧力がホットガスサイクル内
低圧側の圧力よりも高い状態からゆっくりと均圧させることで、冷媒が圧力差によってゆ
っくりとホットガスサイクル内に流れ込むことを利用するためである。
冷房モードによる冷媒回収運転を行った後、直ぐにホットガスバイパス運転を行うと、ホ
ットガスサイクルの低圧側の圧力の上昇が速いため、凝縮器２内の圧力がホットガスサイ
クル内低圧側の圧力よりも高い時間が短くなってしまい、結果として凝縮器２から回収で
きる冷媒量が少なくなってしまう。
第２ＯＦＦモードによる運転を行った後に、ホットガスバイパス運転を再開する。これに
より、またホットガスサイクル内の冷媒量が徐々に上昇する。
【００４４】
図１０，１１に示される本発明の第４実施例では、凝縮器２内の圧力がホットガスサイク
ル内低圧側の圧力よりも上昇するまで時間がかかることや、短時間の冷房モードによる冷
媒回収運転を行うと、凝縮器２内の圧力がホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも上昇
することがないため、凝縮器２から冷媒が回収できないことがある。
【００４５】
そこで、本発明の第５実施例では、冷房モードによる冷媒回収運転の前に第１ＯＦＦモー
ドによる運転を加えている。図１２は、本発明の第５実施例におけるホットガスバイパス
運転所定時間後の冷媒回収制御のフローチャートを示しており、図１３は、第５実施例の
冷媒回収制御を行った場合の（ａ）ホットガスサイクル内冷媒量と、（ｂ）蒸発器前の圧
力（ホットガスサイクル内低圧側圧力）と凝縮器内の圧力の時間における推移を示したグ
ラフである。
【００４６】
図１３のフローチャートにおいて、まずステップＳ１０において、ホットガスバイパス連
続運転時間が所定時間Ｔ１、例えば３０分以上になったかどうかが判断される。ＹＥＳの
場合は、ステップＳ１１に進み、ＮＯの場合は、そのままホットガスバイパス運転を続け
る。
ステップＳ１１では、第１ＯＦＦモードである圧縮機ＯＦＦ及び冷房側切替弁１５開とさ
れる。即ち、電磁クラッチ１ａがＯＦＦとされ、圧縮機１がＯＦＦとなり、冷房側切替弁
１５及び暖房側切替弁１６の両者が開弁状態となる。次にステップＳ１２では、凝縮器２
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内の圧力とホットガスサイクル内低圧側の圧力（蒸発器前の圧力）とが均圧したかどうか
が判断され、ＹＥＳの場合は、ステップＳ１３に進み、ＮＯの場合は、そのままの状態が
継続される。
【００４７】
ステップＳ１３では、クーラ運転による冷媒回収制御が行われる。即ち、電磁クラッチ１
ａがＯＮされて、圧縮機１がＯＮ運転され、冷房側切替弁１５が開弁される。なお、暖房
側切替弁１６は開弁状態のままである。次にステップＳ１４では、凝縮器２内の圧力が上
昇して、ホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも所定値Ｐ１以上上昇したかどうかが判
断され、ＹＥＳの場合は、次のステップＳ１５に進み、ＮＯの場合はクーラ運転がそのま
ま続行される。
【００４８】
ステップＳ１５では、第２ＯＦＦモードである圧縮機ＯＦＦ及び冷房側切替弁１５開とさ
れる。即ち、電磁クラッチ１ａがＯＦＦとされ、圧縮機１がＯＦＦとなり、冷房側切替弁
１５及び暖房側切替弁１６はそのまま開弁状態となる。ステップ１６では、凝縮器２内の
圧力が徐々に下降して、ホットガスサイクル内低圧側の圧力と均圧したかどうかが判断さ
れ、ＹＥＳの場合は、ステップＳ１７に進み、ホットガスバイパス運転が再開される。即
ち、電磁クラッチ１ａがＯＮとされ、圧縮機１がＯＮとなり、冷房側切替弁１５が閉弁さ
れる。当然、暖房側切替弁１６は開弁のままである。ＮＯの場合は、第２ＯＦＦモードの
状態が継続される。
【００４９】
この第５実施例の場合では、図１３に示すように、ホットガスバイパス運転から第１ＯＦ
Ｆモードをつくり、そこで凝縮器１内の圧力とホットガスサイクル内低圧側の圧力とを一
度均圧させてから、冷房モードによる冷媒回収運転を行うことにより、起動時の冷媒回収
制御のように凝縮器２から冷媒を効率的に回収することができる。これは、ホットガスバ
イパス運転から第１ＯＦＦモードをつくることで、ゆっくりと冷媒が凝縮器２内に入って
行くが、第４実施例のような第１ＯＦＦモードが場合よりも凝縮器２に流れ込む冷媒量が
少ないためと考える。
【００５０】
図１３（ａ）から解るように、ホットガスバイパス運転においては、ホットガスサイクル
内の冷媒量は増加する傾向を示し、第１ＯＦＦモードではその冷媒量は緩やかに減少する
傾向を示し、クーラ運転による冷媒回収制御では、冷媒量は急速に減少し、第２ＯＦＦモ
ードでは冷媒量が回復する傾向を示している。
同様図１３（ｂ）から解るように、ホットガスバイパス運転においては、ホットガスサイ
クル内低圧側の圧力（蒸発器前の圧力）が高くなる傾向にあり、それに反して凝縮器２内
の圧力は低下する傾向にあり、その圧力差が最大となる。この状態から第１ＯＦＦモード
に移るとホットガスサイクル内低圧側の圧力は下降すると共に凝縮器内の圧力は上昇して
、両者が均圧するようになる。この状態からクーラ運転をすると凝縮器内の圧力が上昇し
て、ホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも高くなる。第２ＯＦＦモードに移ると両者
の圧力がまた均圧する方向に行く。次いでホットガスバイパス運転を再開すると両者の圧
力差が徐々に拡がって行く。
【００５１】
上述した第５実施例では、第４実施例に更に第１ＯＦＦモードを追加して、凝縮器内圧力
とホットガスサイクル内低圧側圧力とが均圧するまで待っていたが、可変容量型圧縮機の
場合は、両者の圧力差が或る程度まで近づいてから圧縮機へのＤＵＴＹを徐々に大きくし
て、冷房モードによる冷媒回収運転を行うことができるため、第１ＯＦＦモードの時間を
短くすることができる。また同様に第２ＯＦＦモードの時間も短くすることができる。
【００５２】
図１４は、本発明の第６実施例である、この可変容量型圧縮機を使用した場合の冷媒回収
制御のフローチャートを示している。このフローチャートは、基本的に第５実施例と同様
であるが、本実施例では、ステップＳ２１の第１ＯＦＦモードとステップＳ２５の第２Ｏ
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ＦＦモードでは、圧縮機のＤＵＴＹを零とすることで、圧縮機をＯＦＦ運転しており、ま
たステップＳ２３のクーラ運転による冷媒回収制御及びステップＳ２７のホットガスバイ
パス運転では、圧縮機のＤＵＴＹを零より大きくすることで、圧縮機をＯＮ運転している
。また、第５実施例では、ステップＳ１２で凝縮器内圧力とホットガスサイクル内低圧側
の圧力とが均圧したかどうかを判断していたが、この第６実施例では、第１ＯＦＦモード
の状態において、ステップＳ２２で凝縮器内圧力とホットガスサイクル内低圧側の圧力と
の圧力差が所定値Ｐ２以下になったかどうか判断している。このように、両者の圧力が均
圧したかどうかでなく、その圧力差が所定値Ｐ２以下となったかどうかを判断すればよい
ので、第１ＯＦＦモードの時間を短縮することができる。他のステップＳ２０，Ｓ２４，
Ｓ２６は、第５実施例のステップＳ１０，Ｓ１４，Ｓ１６とそれぞれ同じことを行ってい
る。
【００５３】
上述した実施例の外に、ホットガスバイパス運転中、何らかの要因によってホットガスス
イッチ（暖房モードスイッチ）が切られ、再びスイッチが入れられる状況においては、第
１ＯＦＦモードを行った後に冷媒回収運転を行うようにする。仮に、ホットガススイッチ
が切られて数秒以内に、第１ＯＦＦモードにすることなく、いきなりクーラ運転による冷
媒回収制御を行うと、凝縮器内圧力がホットガスサイクル内低圧側の圧力よりも低くなっ
ているため、十分な冷媒回収が行えない。
【００５４】
なお上記説明においては、冷房モード時においては、第１減圧装置３を使用し、暖房モー
ド時においては、第２減圧装置１７を使用する場合（Ａタイプ）のホットガスサイクルシ
ステム構成に基づいて説明しているが、減圧装置を１つにして冷房モードと暖房モードと
で減圧装置を兼用する場合（Ｂタイプ）のホットガスサイクルシステム構成もよく知られ
ており、本発明は、このＢタイプのホットガスサイクルシステム構成をもつ空気調和装置
にも適用可能なものであり、Ａタイプと同様の作用効果を奏するものである。
【００５５】
以上説明したように、本発明においては、ホットガスサイクルに必要な冷媒量を最小限の
圧縮機稼動で確保することができ、冷媒・オイルが少ない状態での圧縮機の駆動を極力避
けることができ、圧縮機内部の潤滑不良による内部部品の磨耗又は破損を防止できる。ま
た、冷媒回収における圧縮機のＯＦＦ時間により、サイクル内の圧力差を無駄なく利用で
き、冷媒回収を早めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の空気調和装置のシステム構成図である。
【図２】図１の空気調和装置の実車搭載図である。
【図３】本発明の第１実施例である冷媒回収運転の状態を説明するタイムチャートである
。
【図４】外気温－１０℃における本発明と従来技術の評価結果を、経過時間（ｓ）と回収
量（ｇ）との関係のグラフで比較したものである。
【図５】圧縮機のＯＮ時間とＯＦＦ時間とを、外気温度（℃）と冷媒回収時間（ｓ）との
関係で示したグラフである。
【図６】本発明の第２実施例である冷媒回収運転の状態を説明するタイムチャートである
。
【図７】本発明の第３実施例の空気調和装置のシステム構成図である。
【図８】外気温毎の圧縮機の吐出と吸入の圧力差（kgfG／cm2 ）と冷媒回収量（ｇ）との
関係を示したグラフである。
【図９】エンジン回転数Ｎｅを１５００rpm で分け、その際の外気温度（℃）と冷媒回収
時間（ｓ）との関係を示すグラフである。
【図１０】本発明の第４実施例であるホットガスバイパス運転を所定時間行った後の冷媒
回収制御のフローチャートを示している。
【図１１】第４実施例の冷媒回収制御を行った場合の、（ａ）ホットガスサイクル内の冷
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。
【図１２】本発明の第５実施例であるホットガスバイパス運転を所定時間行った後の冷媒
回収制御のフローチャートを示している。
【図１３】第５実施例の冷媒回収制御を行った場合の、（ａ）ホットガスサイクル内の冷
媒量と、（ｂ）蒸発器前の圧力と凝縮器内の圧力、のタイムチャートを示すグラフである
。
【図１４】本発明の第６実施例である。可変容量型圧縮機でのホットガスバイパス運転を
所定時間行った後の冷媒回収制御のフローチャートを示している。
【符号の説明】
１…圧縮機
１ａ…電磁クラッチ
２…凝縮器
３…冷房側絞り（第１減圧装置）
４…蒸発器
５…サクションタンク
６…空調用電子制御装置（ＥＣＵ）
１５…冷房側切替弁（弁手段）
１６…暖房側切替弁（弁手段）
１７…暖房側絞り（第２減圧装置）
１８…ホットガスバイパス通路
１９…逆止弁
２１…受液器
３１…第１圧力検出装置（圧力センサ）
３２…第２圧力検出装置（圧力センサ）
【図１】 【図２】

【図３】
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